
（保 196） 

平成２３年１月２１日 

 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

 

日本医師会常任理事 

鈴 木 邦 彦 

 

 

 

国民健康保険および後期高齢者医療制度 

における診療報酬の支払早期化について 

 

 

厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会においては、本年度に入り平成２３年４月１日

以降の「出産育児一時金制度のあり方」について議論を行ってまいりました。その議論の中

で出産育児一時金の支払早期化を検討するにあたり、通常の診療報酬の支払早期化を含めた

議論の提案があり、同部会において検討してきたものであります。 

これを受けて、厚生労働省においては、診療報酬の支払事務に関する調査を行い、その結

果を踏まえ、支払早期化に対応した事務処理および資金繰りの流れについて検討を進め、今

般、次のとおり国民健康保険および後期高齢者医療制度において、診療報酬の支払早期化が

図られることとなりました。なお、その他被用者保険につきましては、関係機関と調整中と

のことであります。 

【国民健康保険および後期高齢者医療制度における診療報酬の支払早期化】 

① 平成２３年９月診療分（医療機関等からの平成２３年１０月請求分）から実施 

② 医療機関等への診療報酬の支払は、原則として、診療翌々月の２０日まで 

  （従来、診療翌々月の２５日～末日） 

③ 診療報酬の支払早期化は、電子レセプトの届出を行った医療機関等のみ対象とする 

・従来、２０日より前に医療機関へ支払を行っていた国民健康保険連合会については、紙媒

体のレセプトについても、従来どおりの支払とする。 

・出産育児一時金の直接支払制度による請求については、各月２５日請求の正常分娩分およ

び各月１０日請求の異常分娩分（電子・紙）を早期化。 

つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

＜添付資料＞ 

・診療報酬の支払早期化について 

 （平 23.1.17 事務連絡 厚生労働省保険局国民健康保険課） 

 （平 23.1.18 事務連絡 厚生労働省保険局高齢者医療課） 
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 都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部） 御中 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

 

 

診療報酬の支払早期化について 

 

 

平素より国民健康保険の運営に御尽力賜り厚く御礼申し上げます。  

診療報酬の支払早期化につきましては、平成２２年９月８日の社会保障審議会

医療保険部会において議題として挙げられ、同年１１月１５日の同部会において

直近の検討状況を報告しているところです。 

国民健康保険における対応については、平成２２年１０月７日付け事務連絡

「診療報酬の支払事務に関する調査について（依頼）」にて各市町村保険者での

診療報酬請求に係る支出命令の決裁やその資金繰り等についての実態調査を行

い、ご回答頂いた結果を踏まえ、支払早期化に対応した事務処理及び資金繰りの

流れについて検討を進めてまいりました。（なお、国民健康保険組合につきまし

ては、平成２３年１月６日付け事務連絡で実態調査を依頼しているところです。） 

その結果、国民健康保険における診療報酬の支払早期化につきましては、①平

成２３年９月診療分（平成２３年１０月の医療機関等からの請求分）から実施し、

②医療機関等への診療報酬の支払は、原則として、診療翌々月の２０日までとし、

③電子レセプトの届出を行った医療機関等のみを対象とすることとなりました。 
（注）従来２０日より前に医療機関へ支払を行っていた国民健康保険団体連合会については、紙媒体のレセプトに

ついても、従来通りの支払いとします。 

（注）出産育児一時金の直接支払制度による請求については、各月２５日請求の正常分娩分（電子）及び各月１０

日請求の異常分娩分（電子・紙）を早期化。  

診療報酬の支払早期化の実施に向け、支出に係る決裁スケジュールやその資金

繰りなど、貴管内保険者において調整が必要な場合があると考えられますので、

別添のスケジュール案を参考に、貴管内保険者及び国民健康保険団体連合会への

指導をお願い致します。なお、調整の進捗につきまして、２月中旬頃に聴取を予

定しておりますので、併せて宜しくお願い致します。  

 

担当：厚生労働省保険局 

国民健康保険課 企画法令係 

         指導調査係 

電話：03-5253-1111（代表） 

内線 3258(企画法令係 ) 

3265(指導調査係 ) 

 





診療報酬の支払早期化のスケジュール（平成23年度・案）

診療月
医療機関から
連合会への
請求月

保険者から
連合会への
支払月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

○ ★ ◆

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

○ ★ ◆

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

○ ★ ◆

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

○ ★ ◆

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

○ ★ ◆

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

○ ★ ◆

12月

1月

2月

○　保険者が請求書を受理する日
★　保険者から連合会への納付期日
◆　連合会から医療機関への支払日

11月9月 10月

2月 4月3月

12月

1月

2月

3月

11月

10月

12月

1月

11月

【別添】
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請 求

支 払

請 求

支 払

１０／１０

１１／２１
（電子レセプト）

＜平成２３年９月診療分の例＞

１１／７
（電子・紙レセプト）

１１／１７
（電子・紙レセプト）

※ 紙レセ分は現行どおり。

診療報酬の支払いの早期化について

１１／１０ 頃
（現行）

１１／１５～２８
（現行）

１１／２５～月末日
（現行）

（注）支払いは原則20日だが、平成23年11月20日は休日のため、21日の支払いとなる。

○ 平成２３年度１０月から、国保連から医療機関等への支払い日については、原則として、診療翌々月の２０日
までとする。
○ その際、医療機関等に対してレセプト電子化のインセンティブを与えるため、支払いの早期化を行うのは、電
子レセプトの届出を行った医療機関等のみとすること。
（注）従来から２０日より前に医療機関等へ支払いを行っていた国保連については、紙媒体のレセプトについても、従来通りの支払いとする。
（注）出産育児一時金の直接支払制度による請求については、各月２５日請求の正常分娩分（電子）及び各月１０日請求の異常分娩分（電子・紙）を

早期化。

○ 昨年行った調査では、診療翌々月の２０日までの支払早期化について、市町村国保保険者の約１割と、１５程
度の広域連合が資金繰り等について問題あり、と回答しているが、今後、各都道府県内の国保保険者が対応で
きるよう、調整することが必要。
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